
やかげ観光大使 

「でんちゅうくん」 

井原クリーンセンターをご利用の事業者の皆さまへ 

 

井原クリーンセンターへ搬入できる 

事業系ごみについて（お知らせ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇井原クリーンセンターで処理ができる廃棄物は一般廃棄物のみです！ 

 「岡山県井原地区清掃施設組合廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例」第４条（廃棄物の処理範囲）に示し

ているとおり処理できるものは一般廃棄物となっています。そのため、事業者の皆さまが井原クリーンセンターに搬

入できるものは事業系一般廃棄物に限られ、産業廃棄物に該当するものは搬入することができません。なお、この排

出区分は新ごみ焼却施設移行後も同様となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

井原市マスコットキャラクター 

日頃より、井原市ならびに矢掛町の廃棄物行政に格別のご高配を賜りまして誠にありがと

うございます。 

ご存知のとおり、岡山県井原地区清掃施設組合が整備運営してまいりました井原クリーンセ

ンターへの可燃性一般廃棄物の搬入につきましては、令和７年度中をもって終了することと

し、終了後は、岡山県西部衛生施設組合（笠岡市・井原市・浅口市・矢掛町・里庄町）が整備する

新ごみ焼却施設（里庄町新庄地内）へ搬入していただくことになります。 

こうしたことから、井原クリーンセンターから新ごみ焼却施設への移行において、事業者の

皆さまがスムーズに廃棄物を排出できるよう、事業系一般廃棄物を再認識していただくとと

もに、適正処理の徹底、ごみの減量化・資源化に努めるなど、環境にやさしい事業活動を推進

していただきますようご協力をお願いいたします。 
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事業系一般廃棄物 

産業廃棄物 

・家庭から発生した廃棄物 

可燃性の廃棄物は 

井原クリーンセンター

に搬入可能 

・事業活動で発生した廃棄物のうち、生ごみ・OA用紙などの 

紙くず、剪定木など産業廃棄物以外の廃棄物 

※上記のものでも業種によっては産業廃棄物となる場合があります。 

・事業活動で発生した廃棄物のうち、廃プラスチック・廃油・汚

泥など定められた２０種類の廃棄物（チラシ裏面の表を参照） 

古紙やペットボトルなど再資源化 

可能なものはリサイクルを！ 

 



〇産業廃棄物該当一覧表 

 

〇間違えやすい廃棄物！（一般廃棄物ではなく産業廃棄物に該当） 

  

 

 

 

 

 

 

 

〇お問い合わせ先 

 

①燃えがら 廃活性炭、焼却炉の残灰など各種焼却かす

②汚泥 排水処理の汚泥、ビルピット汚泥（し尿を含むものを除く）、建設汚泥などの各種汚状物

③廃油 グリス（潤滑油）、廃溶剤類など、鉱物性動物性を問わず、すべての廃油

④廃酸 廃写真定着液など、有機性無機性を問わず、すべての酸性廃液

⑤廃アルカリ 廃写真現像液、廃金属石けん液など、有機性無機性を問わず、すべてのアルカリ性廃液

⑥廃プラスチック類
発泡スチロールくず、合成繊維くずなど、固形状液状を問わず、すべての合成高分子系化合物（合成
ゴムを含む）

⑦ゴムくず 天然ゴムくず（注：合成ゴムくずは、廃プラスチック類）

⑧金属くず 鉄くず、アルミくず、不要となった金属、金属の研磨くず、切削くずなど

⑨ガラスくず・コン
クリートくず及び陶
器くず

板ガラス、耐火レンガくず、石膏ボードなどコンクリート製品製造工程からのコンクリートくずなど

⑩鉱さい 高炉・平炉・電気炉等溶解炉かす、不良石炭、粉灰かすなど

⑪ガレキ類 工作物の新築、改築、除去に伴って生じたコンクリートの破片、レンガの破片など

⑫ばいじん
大気汚染防止法のばい煙発生施設、または産業廃棄物焼却施設の集じん施設によって集められたばい
じん

⑬紙くず
建設業、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業・出版業（印刷発行を行うもの）、製本
業、印刷物加工業から発生する紙くず

⑭木くず
①建設業（工作物の新築・改築又は除去に伴うもの）、木材・木製品製造業（家具製造含む）、輸入
木材の卸売業、パルプ製造業、物品賃貸業から発生する木くず、おがくず、バーク類
②貨物の流通のために使用したパレット

⑮繊維くず
建設業（工作物の新築・改築又は除去に伴うもの）、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工場（紡
績・織布工場など）から発生する天然繊維くず

⑯動植物性残渣 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業で原料として使用した動物や植物に係る固形状の不要物

⑰動物系固形不要物 と畜場で解体等した獣畜や、食鳥処理場で処理した食鳥に係る固形状の不要物

⑱動物のふん尿 畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどのふん尿

⑲動物の死体 畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどの死体
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⑳汚泥のコンクリート固形化物など、①～⑲の産業廃棄物を処分するために処理したもので、①～⑲に該当しないもの

・井原市 環境企画課   住所：〒715-8601 岡山県井原市井原町 311番地 1 本庁 2階北側 

TEL：0866-62-9515  FAX：0866-62-1744  E-Mail：kankyo@city.ibara.lg.jp 

・矢掛町 町民課  住所：〒714-1297 岡山県小田郡矢掛町矢掛３０１８番地 

TEL：0866-82-1011  FAX:0866-82-9061   E-Mail：kankyo@town.yakage.lg.jp 

・岡山県井原地区清掃施設組合（井原クリーンセンター） 

 住所：〒715-0004 岡山県井原市木之子町２１９２番地１ 

TEL：0866-62-3341  FAX：0866-62-8296  E-Mail：seisou@city.ibara.lg.jp 

 

⑥あらゆる事業活動に伴うもの（廃

プラスチック類：発砲スチロール） 

井原市マスコットキャラクター 

「でんちゅうくん」 

やかげ観光大使 

⑭特定の事業活動に伴うもの

（木くず） 

⑮特定の事業活動に伴うもの（繊維くず）               

⑥合成繊維くずは、廃プラスチック類 

例：⑮・⑥に該当する反物等 


